


【国保】 
 

D-283 胃・十二指腸ファイバースコピー（適応） 

 

《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、胃・十二指腸ファイバースコピーは、胃瘻及び十二指腸瘻

から挿入した場合においても認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 胃・十二指腸ファイバースコピーにおいて、経口、経鼻から挿入される

器材が瘻孔から挿入された場合、経路は異なるが、診断意義に違いはない

ことから算定は認められると整理した。 

 


